
 

議会運営委員会 会議録（要旨） 

 

○ 開催年月日 令和２年４月 16日（木） 

午後１時 30分 開会 

午後２時 02分 閉会 

 

○ 場   所 第３常任委員会室 

 

○ 出 席 委 員（９名） 

委 員 長 伊 波 一 男  副委員長 濱 元 朝 晴 

委  員 山 城 康 弘  委  員 伊 佐 哲 雄 

委  員 知 名 康 司  委  員 呉 屋   等 

委  員 桃 原   朗  委  員 岸 本 一 德 

委  員 桃 原   功  委  員 ― 

 

議  長 上 地 安 之 

 

○ 欠 席 委 員（１名） 

委  員 知 念 秀 明    

 

○ 委員外議員（０名） 

 

○ 説 明 員（０名） 

 

○ 議会事務局職員出席者（４名） 

局  長 東川上  芳光  課  長 仲 村 厚 子 

議事係長 平 田 駒 子  担当主査 大 城 拓 也 

 

○ 協 議 案 件 

 １．第 426回宜野湾市議会臨時会の運営について  

２．その他 



議会運営委員会（要旨） 

 

令和２年４月 16日（木） 

 

○伊波一男 委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

（開会時刻 午後１時 30分） 

 

【協議事項】 

第 426回宜野湾市議会臨時会の運営について 

 

○伊波一男 委員長 第 426回臨時会に上程される案件は、基地関係特別委員会提出の

普天間飛行場からＰＦＯＳを含む泡消火剤が漏出した事故に対する抗議決議及び意

見書の２件と専決処分３件の計５件である。審議に当たっては、従来どおり委員会

付託を省略して進めてよいか。 

       （「異議なし」という者あり） 

○伊波一男 委員長 委員会付託を省略して進めてまいりたい。臨時会の会期は４月 

17日の１日間でよいか。 

       （「異議なし」という者あり） 

【協議結果】 

第 426回臨時会は４月 17日の１日間とすることとし、審議においては、委員会付託 

を省略して進めることに決定した。 

 

【協議事項】 

その他について（市議会における新型コロナウイルス感染症対策について） 

 

○伊波一男 委員長 本件について、事務局長より説明願いたい。 

〇議会事務局 国内及び県内の感染状況を鑑み、宜野湾市議会における新型コロナウ

イルス感染症対策（案）を作成したので提案いたしたい。 

（事務局より「宜野湾市議会における新型コロナウイルス感染症対策

（案）」を説明する） 

○呉屋等 委員 １番のマスク着用について「必要に応じて」という文言は、曖昧であ

るため削除願いたい。 

○桃原功 委員 呉屋委員の意見に賛成である。マスク購入が難しい方への配慮として

は、「マスク等」とすればよいと考える。しっかり、うつらない、うつさないことを



徹底していきたい。 

○桃原朗 委員 ２番の傍聴席についても、議員と同様にマスク着用をすべき表現とし

てはいかがか。 

○伊佐哲雄 委員 忘れた場合、事務局に予備のマスクは保管されているのか。 

○議会事務局 30枚ほど予備を保管している。 

○伊波一男 委員長 各委員の意見を踏まえ、対策事項の文面を整理したい。 

○議会事務局 整理すると、１番の「マスクの着用について」は、「必要に応じ」を削

除し、「マスク」を「マスク等」とする。 

○伊波一男 委員長 ２番の「傍聴の自粛」については、インターネット中継等も行っ

ているが、制限することはできないのか。 

○議会事務局 地方自治法上、議会は公開することとされており、インターネット中

継は公開に含まれていないため、自粛依頼としている。 

○伊波一男 委員長 傍聴する方の発熱等のチェックは、どのような体制で行うのか。 

○議会事務局 傍聴席入口に常時の職員配置は厳しいため、チェック項目を示し、御

自身で確認の上、該当する場合は御遠慮いただくことを検討している。 

○伊波一男 委員長 傍聴している方のチェック項目を誰が確認するのか、発熱してい

る方がいるかどうか誰も把握していない、ということでもよいのか。 

○桃原功 委員 先の事務局の説明で、完全に傍聴席を締切ることはできないため、案

のとおり進めるしかないのではないかと考える。 

○伊波一男 委員長 委員の意見を踏まえ、字句を整理することとしてよいか。 

       （「異議なし」という者あり） 

【協議結果】 

 「宜野湾市議会における新型コロナウイルス感染症対策について」（案）について、

項目１番の文中の「必要に応じて」を削除し、項目１番及び２番の「マスク」を「マ

スク等」に修正し、決定とする。 

 

【協議事項】 

その他について（新型コロナウイルス感染症拡大防止のための職員の勤務形態の変

更について） 

 

○伊波一男 委員長 本件について、事務局より説明願いたい。 

○議会事務局 市長より、職員各位宛て「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

の職員の勤務形態の変更について」通知があり、資料として配付し説明いたしたい。

また、議会事務局も４月 21日より同通知に沿った勤務体制で事務執行いたしたい。 



       （事務局より資料の説明を行う） 

 

○岸本一德 委員 市職員が感染者となった場合、その情報の取扱いについて市として

ルール等があるのか。 

○議会事務局 インフルエンザ等対策本部としては、会議の中で職員が出勤しづらい

状況にもなるため外部には感染者個人を特定する情報は出さないようにとの説明が

あった。議員の皆様にも御協力をお願いいたしたい。 

○知名康司 委員 在宅勤務は、パソコン画面等を通して連絡調整等を行うのか。 

○議会事務局 自宅にて各種業務を行うこととしており、特に画面を通した方法は示

されていない。 

○知名康司 委員 前もって在宅勤務の業務を与えるのか。 

○議会事務局 在宅勤務者は、在宅において実施した業務内容を規定の様式にて報告

し、出勤扱いとなる。 

○呉屋等 委員 実施期間は５月６日までとなっているが、６月定例会までこの体制が

延長された場合、他部署から動員するか、議会事務局全員出勤とするか等検討して

いるか。 

○議会事務局 応援体制等については、今後検討していくこととなる。 

○呉屋等 委員 事前にシミュレーション等行い、備えていただきたい。 

○桃原功 委員 在宅勤務の法的な根拠は示されているのか。 

○伊波一男 委員長 他の市町村も始めているのか。 

○議会事務局 那覇市、沖縄市で実施しており、浦添市、うるま市も実施予定である。 

 

○伊波一男 委員長 本日の委員会を閉会いたします。 閉会時刻（午後２時 02分） 

 


